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ただいま上程されました各議案の提案理由の説明に入ります前に、今回

の補正予算の概要について説明申し上げます。  

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市内経済や市民生活への対応と

して、「経営及び雇用の維持・継続への支援」及び「感染拡大防止と生活の

安定」を基本方針とし、国、県の施策とあわせ、切れ目のない対策を段階

に応じて適切に展開することとしています。  

今回の補正予算は、「『新しい生活様式』を踏まえた新型コロナウイルス

感染症対策」に基づき、ＩＣＴ活用のビジョン及び戦略の策定を行う「情

報化推進事業」や汎用電子申請システム（オンライン申請システム）の導

入等に係る「便利市役所推進事業」をはじめとした行政手続のデジタル化

の推進を図るとともに、消防・救急搬送業務における感染拡大に備えた業

務継続等の対策などのほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ための臨時休業（休館）を行った指定管理施設の運営に対する委託料など、

合計で３億３，９１０万円を計上し、これらの取組のため、第２段階（安

定化支援段階）として実施した、中小企業者に対する経営持続給付金など

の事業終了に伴う執行残９，４０９万円を減額計上いたしております。  

また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る財源組

替も併せて行っております。  

そのほか、別途第１４３号議案としてご審議をお願いしている給与条例

の一部改正に伴う一般職の職員給与改定などに係る補正として、２億

１２５万円を減額計上し、国の補助決定などに伴うものとして、港湾施設

改良事業の国直轄事業負担金など１億６，４２１万円を計上するとともに、

令和２年における台風９号・１０号及び梅雨前線豪雨などによる水産施設

災害復旧費など５億７，６８８万円を計上したほか、小規模改修や安全対

策のための小中学校施設維持改修事業費などの計上や日野小学校校舎改

築 ・ 長 寿 命 化 事 業 の 延 期 に 伴 う 小 学 校 施 設 整 備 事 業 費 の 減 な ど ８ 億

７，１５４万円を減額計上し、一般会計の合計で８，６６９万円を減額計

上いたしております。  

特別会計においては、後期高齢者医療事業において、平成３０年度税制

改正に対応するためのシステム改修経費６８万円を計上したほか、一般会

計と同様に、給与改定などに係る補正として、住宅事業など６つの特別会

計合わせて１，２１３万円を減額計上し、全会計合わせて９，８１４万円

を減額計上いたしております。  

 

それでは各議案につきまして提案理由を説明申し上げます。  

 

第１４４号議案  令和２年度佐世保市一般会計補正予算（第１２号）  

今回の補正予算は、８，６６９万円の減額でございまして、この結果、
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予算の総額は、１，５２３億５，２８７万円と相成っております。  

まず、給与条例の一部改正による給与改定に伴う減額３，７３７万円、

人事異動などによる給与費の調整などに伴う減額１億６，３８８万円を関

係各費目に計上いたしております。  

総務費でございますが、総務管理費におきまして、情報化推進事業費な

ど１億８，２５０万円を計上し、市民諸費におきまして、地方公共団体情

報システム費１，１３４万円を計上いたしております。  

民生費でございますが、社会福祉費におきまして、障がい福祉システム

改修事業費など５３１万円を計上し、児童福祉費におきまして、保育所等

ＡＩ入所選考システム導入事業費６２８万円を計上いたしております。  

衛生費でございますが、公衆衛生費におきまして、遠隔・オンライン学

習環境整備事業費６０万円を計上し、清掃費におきまして、高島漁港浮桟

橋災害復旧に伴う収集方法変更による、高島地区のし尿収集運搬費補助金

４７６万円を計上いたしております。  

農林水産業費でございますが、農業費におきまして、農産物の生産、加

工に必要な施設または機械の再建や修繕等に対する支援を行う農産施設・

機械等整備事業費など３，９８１万円を計上するとともに、農地費におき

まして、個人所有の農道復旧に対する支援を行う市単独農業施設整備助成

事業費１８３万円を計上し、水産業費におきまして、養殖業者の代替魚導

入や養殖施設等の復旧に対する支援を行う養殖業育成事業費など６６８万

円を計上いたしております。  

商工費でございますが、商工費におきまして、事業者経営持続給付金な

ど９，４０９万円を減額計上いたしております。  

土木費でございますが、道路橋りよう費におきまして、計画を見直した

ことによる予算の組み替えを行うため、橋りよう修繕事業費５４０万円を

計上し、橋りよう点検事業費５４０万円を減額計上するとともに、都市計

画費におきまして、公園施設改修事業費５００万円を計上し、斜面密集市

街地対策事業費４，２３７万円を減額計上いたしております。  

港湾費でございますが、港湾建設費におきまして、港湾施設改良事業の

国直轄事業に対する本市負担金など１億７，２００万円を計上いたしてお

ります。  

消防費でございますが、消防費におきまして、施設維持管理整備費など

９３８万円を計上いたしております。  

教育費でございますが、教育総務費におきまして、総合教育センター事

業費１７０万円を計上し、小学校費におきまして、小学校施設維持改修事

業費３，０００万円を計上し、小学校施設整備事業費８億５，５８４万円

を減額計上するとともに、中学校費におきまして、中学校施設維持改修事

業費１，８００万円を計上したほか、社会教育費におきまして、公民館施

設 整 備 事 業 費 ６ ７ ７ 万 円 を 計 上 し 、 保 健 体 育 費 に お き ま し て 、 東 京
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２０２０オリンピック等関係経費１７９万円を計上いたしております。  

災害復旧費でございますが、農林水産施設災害復旧費におきまして、

８９箇所分、４億１，６８８万円を計上し、土木施設災害復旧費におきま

して、２１６箇所分、４，７８０万円を計上いたしております。  

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための臨時休業（休

館 ） を 行 っ た 指 定 管 理 施 設 の 運 営 に 対 す る 委 託 料 な ど と し て １ 億

３，８４３万円をそれぞれ関係各費目に計上いたしております。  

 

これらの経費を賄う財源といたしまして、  

国庫支出金     １５億６，８９０万円  

県支出金         ８，５５３万円  

諸収入          １，３０７万円  

をそれぞれ計上し、  

分担金及び負担金       １９２万円  

繰入金       １３億６，７３７万円  

市債         ３億８，４９０万円  

をそれぞれ減額計上いたしております。  

 

なお、令和２年度から令和３年度までの継続年期設定事業としておりま

した日野小学校校舎改築・長寿命化事業の延期に伴い、継続費の廃止を行

うほか、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正につきましても、所

定の様式によりご審議願うものでございます。  

 

第１４５号議案  令和２年度佐世保市住宅事業特別会計補正予算（第１号） 

今回の補正予算は、給与条例の一部改正による給与改定に伴う減額

１９万円、人事異動などによる給与費の調整などに伴う減額４８０万円を

計上し、合わせて４９９万円を減額計上いたしております。なお、繰越明

許費の補正につきましても、所定の様式によりご審議願うものでございま

す。  

 

第１４６号議案  令和２年度佐世保市競輪事業特別会計補正予算（第２号） 

今回の補正予算は、給与条例の一部改正による給与改定に伴う減額

１０万円、人事異動などによる給与費の調整などに伴う１２９万円を計上

し、合わせて１１９万円を計上いたしております。  

 

第１４７号議案  令和２年度佐世保市卸売市場事業特別会計補正予算（第

１号）  

今回の補正予算は、給与条例の一部改正による給与改定に伴う減額８万

円、人事異動などによる給与費の調整などに伴う減額１０６万円を計上し、
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合わせて１１４万円を減額計上いたしております。  

 

第１４８号議案  令和２年度佐世保市介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）  

今回の補正予算は、給与条例の一部改正による給与改定に伴う減額

５０万円、人事異動などによる給与費の調整などに伴う３９８万円を計上

し、合わせて３４８万円を計上いたしております。  

 

第１４９号議案  令和２年度佐世保市後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第２号）  

今回の補正予算は、平成３０年度税制改正に対応するためのシステム改

修経費６８万円を計上するとともに、給与条例の一部改正による給与改定

に伴う減額１５万円、人事異動などによる給与費の調整などに伴う減額

３２６万円を計上し、合わせて２７３万円を減額計上いたしております。  

 

第１５０号議案  令和２年度佐世保市工業団地整備事業特別会計補正予算

（第１号）  

今回の補正予算は、給与条例の一部改正による給与改定に伴う減額１万

円、給与費の調整などに伴う減額７２５万円を計上し、合わせて７２６万

円を減額計上いたしております。  

 

第１５１号議案  佐世保市地方創生推進協議会条例を廃止する条例制定の

件  

佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略を第７次佐世保市総合計画に

一体化したことに伴い、佐世保市地方創生推進協議会を廃止するものでご

ざいます。  

 

第１５２号議案  佐世保市ふるさと創生基金条例の一部改正の件  

条文中の文言整理を行うものでございます。  

 

第１５３号議案  佐世保市特定個人情報の保護等に関する条例の一部改正

の件  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に係る引用条項及び重度心身障害児福祉手当の支給に係る特定個人情報

の利用について整理するものでございます。  

 

第１５４号議案  佐世保市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正の件  

地方公務員災害補償法施行規則の一部改正に伴い、遺族補償年金前払一
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時金が支給された場合の遺族補償年金の支給停止期間の算定に用いる利率

の改正に係る所要の改正を行うものでございます。  

 

第１５５号議案  佐世保市税条例の一部改正の件  

条文中の文言整理を行うものでございます。  

 

第１５６号議案  佐世保市コミュニティセンター条例制定の件  

地域コミュニティの活性化や社会教育の推進に資し、住民主体の自治の

実現に向けた取組を進めるため、公立公民館を廃止し、新たに地域拠点と

してコミュニティセンターを設置するとともに、その管理に関し必要な事

項を定めるものでございます。  

 

第１５７号議案  佐世保市誕生記念品贈与条例の一部改正の件  

条文中の文言整理を行うものでございます。  

 

第１５８号議案  佐世保市火災予防条例の一部改正の件  

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに

関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、規制対象

となる急速充電設備の範囲を拡大し、設置の届出について定めるものでご

ざいます。  

 

第１５９号議案  佐世保市都市公園条例の一部改正の件  

道路法施行令の一部改正を受け、都市公園を占用する場合の使用料を改

定するものでございます。  

 

第１６０号議案  佐世保市特別工業地区建築条例制定の件  

建築基準法の規定に基づき、特別工業地区における建築物の建築の制限

に関し必要な事項を定めるものでございます。  

 

第１６１号議案  佐世保市道路占用料徴収条例の一部改正の件  

道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料を改定するものでございま

す。  

 

第１６２号議案  佐世保市国民健康保険条例の一部改正の件  

地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減措置について

対象となる世帯の所得判定の基準を改正するものでございます。  

 

第１６３号議案  佐世保市文化財展示施設条例制定の件  

うつわ歴史館、世知原炭鉱資料館、宇久島資料館、小佐々郷土館及び新
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たに開設する福井洞窟ミュージアムを文化財展示施設として位置づけ、そ

の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものでございます。  

 

第１６４号議案  佐世保市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展

の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

の一部改正の件  

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律第２５条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、条文中の引

用条項等を整理するものでございます。  

 

第１６５号議案  佐世保市冷水岳ふるさと物産館条例を廃止する条例制定

の件  

施設の利用実態に鑑み、佐世保市冷水岳ふるさと物産館を廃止するもの

でございます。  

 

第１６６号議案  佐世保市漁港管理条例の一部改正の件  

模範漁港管理規程例の一部改正に伴い、甲種漁港施設の占用許可の期間

を延長し、利用料等の納付方法について整理するものでございます。  

 

第１６７号議案  佐世保市漁民総合センター条例の一部改正の件  

施設の利用実態に鑑み、佐世保市漁民総合センターを市が直接管理する

よう改正するものでございます。  

 

第１６８号議案  工事請負契約締結の件  

令和２年度佐世保市役所本庁舎改修（建築）工事に関し、契約金額４億

３，８７４万５００円で、大坪建設・細川建設・エースハウス共同企業体

と請負契約を締結するものでございます。  

工事の概要は、市役所本庁舎３階、４階、６階、７階及び議場の内部改

修を行うものでございます。  

 

第１６９号議案  工事請負契約締結の件  

令和２年度佐世保市役所本庁舎改修（電気設備）工事に関し、契約金額

２億２，２０７万６，８００円で、長北電設・三洋電気・エイワ電工共同

企業体と請負契約を締結するものでございます。  

工事の概要は、市役所本庁舎改修に伴う電灯設備、動力設備等の改修を

行うものでございます。  

 

第１７０号議案  工事請負契約締結の件  
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令和２年度佐世保市役所本庁舎改修（機械設備）工事に関し、契約金額

２億６，１８８万８，０００円で、エム・ティ・ジ・エンジニアリング  ・ 

ワタナベ空調共同企業体と請負契約を締結するものでございます。  

工事の概要は、市役所本庁舎改修に伴う空気調和設備、給排水設備等の

改修を行うものでございます。  

 

第１７１号議案  工事請負契約締結の件  

前畑崎辺道路道路改良（トンネル）工事に関し、契約金額９億６，３１３万

５，８００円で、堀内組・親和テクノ・谷村建設共同企業体と請負契約を

締結するものでございます。  

工事の概要は、前畑崎辺道路第２トンネルの建設に伴う掘削、盛土工事

等を行うものでございます。  

 

第１７２号議案  工事請負契約（変更契約）締結の件  

株式会社堀内組と請負契約を締結しております佐世保港三浦地区岸壁

（－５．５ｍ）改修工事に関し、フェリー桟橋の上部工の増工に伴い、原

契約金額１億３，０３０万５００円を１億５，００３万１００円に増額す

るとともに、令和３年２月２６日までとしていた工事期間を令和３年３月

３０日までに変更するものでございます。  

 

第１７３号議案  工事請負契約（変更契約）締結の件  

令和２年３月定例会で議決をいただき契約を締結しております木場漁港

木場北防波堤災害復旧工事に関し、新型コロナウイルス感染症の感染防止

並びに本年９月の台風９号及び１０号の影響により工事の進捗に遅れが生

じたことに伴い、令和３年２月２６日までとしていた工事期間を令和３年

３月３１日までに変更するものでございます。  

 

第１７４号議案  市道の認定及び廃止の件  

道路法第８条第２項の規定により、天神町１２号線ほか１０路線を認定

し、同法第１０条第３項の規定により、楠ヶ浦後の谷線を廃止するもので

ございます。  

 

第１７５号議案から第１８７号議案までの１３件につきましては、本市

の公の施設について令和３年４月１日以降の指定管理者を指定するもので

ございます。  

詳細につきましては、お手元に配付の「指定管理者指定議案一覧表」を

ご参照いただきたいと存じます。  

 

第１８８号議案  佐世保市税外諸収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関
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する条例の一部改正の件  

地方税法の一部改正を受け、税外諸収入金に係る延滞金の割合の特例の

計算における所要の改正を行うものでございます。  

 

第２４号報告  令和２年度佐世保市一般会計補正予算（第１１号）市長専

決処分報告の件  

去る９月２日から３日の台風９号、９月６日から７日の台風１０号によ

り被災した水産施設、港湾施設などの災害復旧について、復旧作業に早急

に取り組む必要があったことから、所要額の追加を、地方自治法第１７９条

の規定により専決処分いたしましたので報告し、その承認をお願いするも

のでございます。  

 

第２５号報告  令和２年度佐世保市交通船事業特別会計補正予算（第１号）

市長専決処分報告の件  

去る９月２日から３日の台風９号により被災した市営交通船「みつしま」

待合所の災害復旧について、復旧作業に早急に取り組む必要があったこと

から、所要額の追加を、地方自治法第１７９条の規定により専決処分いた

しましたので報告し、その承認をお願いするものでございます。  

 

第２６号報告  建物明渡等請求訴訟の提起及び損害賠償の額の決定に係る

市長専決処分報告の件  

市営住宅使用料滞納者に対する建物明渡等請求訴訟の提起及び市道の管

理瑕疵等に係る損害賠償の額の決定について、地方自治法第１８０条の規

定により専決処分いたしましたので、報告するものでございます。  

 

以上、何とぞよろしくご審議のうえ、ご賛同賜りますようお願い申し上

げます。  

引き続きまして、お許しをいただき、新型コロナウイルス感染症に係る

対応状況等及び９月定例会から今日までの市政の重要事項について報告申

し上げます。  

 

【新型コロナウイルス感染症に係る対応状況等について】  

ご報告の前に、まずもって新型コロナウイルス感染症の感染防止のため

「新しい生活様式」の実践に日々ご協力いただいている市民の皆様、議員

の皆様に、改めて心よりお礼申し上げますとともに、感染症の最前線でリ

スクを抱えながら市民の生命や暮らしを支えて頂いている医療関係者をは

じめ、様々な業界や分野で、日々ご尽力頂いている皆様に対しまして、心

より感謝とおねぎらいを申し上げたいと存じます。  
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さて、本市における新型コロナウイルス感染症の感染状況といたしまし

ては、１０月９日以降、１ヶ月以上新たな感染者の発生はなかったものの、

１１月２１日から２３日にかけ、３日連続で３４例目、３５例目及び３６例

目となる新たな感染者の発生が確認されております。  

本市では、９月に市内の新型コロナウイルス感染者発生状況に応じた本

市独自のフェーズ（段階）を策定し、ホームページにおいて、市民の皆様

にお願いしたい行動内容や施設の開館・閉館状況などの目安を５段階に分

けてお示ししております。  

近隣地域や市内での感染状況を勘案しながら段階的に見直しを行ってお

り、１１月４日以降はフェーズ１としておりましたが、今回の感染者の発

生を受け、１１月２２日にフェーズ２に移行しております。  

また、県内においてはこれまでに累計２６５例の感染が発生しており、

一日あたりの感染者数も全国各地で連日過去最高を更新するなど、緊迫し

た状態となってきております。  

 

寒さも深まり、風邪や季節性のインフルエンザが流行する季節となりま

した。  

今後は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加え、季節性インフル

エンザとの同時流行が懸念されますことから、医療提供体制や検査体制の

拡充などについて、県や医師会をはじめ関係機関とさらに連携を強化し、

継続して鋭意取り組んでいるところでございます。  

市民の皆様におかれましては、風邪やインフルエンザ、新型コロナウイ

ルス感染症を疑うような発熱や倦怠感がある場合は、医療機関を受診する

に当たっては、必ず事前に電話でご相談いただきますようお願いいたしま

す。また受診の際は、できる限り公共交通機関の利用を避け、必ずマスク

を着用していただきますようお願いいたします。  

なお、発熱など症状がある場合の受診相談につきましては、従来は各保

健所の帰国者・接触者相談センターにお問い合わせいただいておりました

が、同センターを介することなく、かかりつけ医などに直接電話で受診相

談いただくように受診相談の流れを改めるとともに、どこに受診したら良

いのか分からない時の相談窓口として、県が一括して２４時間３６５日対

応の「受診・相談センター」を１１月２日に開設しております。  

検査体制につきましても、保険適用の検査が可能な医療機関が、市内約

５０医療機関と徐々にではありますが増加し、１０月より地域外来・検査

センター、いわゆるスワブセンターの運営業務及び医療機関からの検査の

予約受付業務を佐世保市医師会に委託し、同センターにおける検査体制を

整備するとともに、長崎国際大学とも連携を強化するなど検査体制の拡充

を図っているところでございます。  

こうした取組により、本市における発熱患者等の診療・検査医療機関は
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約３０医療機関となっており、検査可能件数としましては、１日当たり最

大１８４件から拡充により最大３２８件の検査が対応可能となる見込みに

なっております。  

 

続きまして、本市の経済対策として実施しております給付金事業等の状

況でございます。  

特別定額給付金事業につきましては、８月３１日をもちまして申請受付

を終了いたしました。対象世帯１２万１，９２２世帯のうち、９９．６パ

ーセントに当たる１２万１，４４６世帯からの申請がございましたが、こ

のすべてについて給付を完了いたしております。  

させぼ振興券発行事業につきましては、９月１８日をもちまして、発行

総額４２億７，８００万円、７４万４，０００冊のすべてが完売となって

おります。  

また、「佐世保市観光復活プログラム」の「みなと街ＳＡＳＥＢＯ旅わく

わくキャンペーン事業」につきましては、市民・県民を対象とした宿泊キ

ャンペーンを９月末で終了し、６月１日から先行して実施しました第一弾

の宿泊キャンペーンと合わせまして、のべ約２万５，４００名の方に宿泊

でご利用いただきました。１０月１日からは、全国を対象とした「思い立

ったら佐世保に泊まって遊ぼうキャンペーン」を展開しており、宿泊施設、

観光施設等で利用できるクーポンを販売し観光需要の回復に取り組んでい

るところでございます。  

 

農林水産業に係る事業等の状況でございますが、農水産物の消費マイン

ド回復と消費者の購買意欲促進のため、「農水産物消費拡大キャンペーン事

業」を実施しております。  

学校給食食材の提供として、９月２日から１０日にかけて、市内小中学

校７４校に、「“させぼ育ち”長崎和牛」の牛肉、４．２頭相当、９５２．８キ

ログラムを提供しました。  

消費拡大イベントとして、８月と９月にさせぼ五番街で開催しました「佐

世保いっぴんミニマルシェ」及び、１０月に島瀬公園で開催しました「佐

世保いっぴんマルシェ」においては、あわせて約７，３００人にご来場い

ただき、１，４００万円を超える売り上げとなりました。  

長崎和牛及び佐世保産花き類の消費拡大半額キャンペーンにつきまして

は、これまで各３回、のべ９日間開催し、大変ご好評をいただきながら取

組を進めております。  

また、同様に影響が大きい養殖業への支援といたしまして、出荷が滞っ

ている養殖魚の消費の促進を図ることを目的とした、養殖魚消費拡大事業

につきましては、市内飲食店等に参画いただくキャンペーンを、１２月か

らの実施に向けて準備を進めております。  
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次に、子育て支援といたしましては「ひとり親世帯臨時特別給付金」に

ついて、令和２年６月分の児童扶養手当受給者に対する支給は完了してお

り、現在は、主に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した

ひとり親世帯からの申請を受け付け、順次支給を行っているところでござ

います。  

妊産婦の方への支援については、分娩前に不安を抱える妊婦のＰＣＲ等

検査を市内の医療機関で実施するとともに、ウイルスに感染した妊産婦へ

の寄り添い型支援に関しては、市内の助産院等により、対応できる態勢と

なっております。  

また、里帰り困難な妊産婦の育児等支援サービスについては、委託して

いる１０か所の事業所等において実施しております。  

さらに、オンラインによる保健指導等については、妊婦相談にあたり、

希望者に対し個別対応を行う環境を整備しております。  

 

新型コロナウイルス感染症は、再び世界中で拡大の傾向にあり、収束ま

でにはまだ長期間を要するとの見通しが強まっております。  

国内においても感染拡大が全国的に加速しており、更なる注意が必要で

す。  

緊急事態宣言が解除されてから半年が過ぎようとしておりますが、本市

といたしましては、これまで行ってきた取組を継続して実施していくこと

で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や強靭かつ自律的な地域経

済の構築を目指し、対応指針などに基づき、本市ならではのきめ細かな対

応と新たな日常の実現による「コロナに負けない元気なまち」づくりを推

進してまいりたいと考えております。  

市民の皆様におかれましては、引き続きマスクの着用や手洗いの励行、

室内の十分な湿度を保つことや、こまめな換気の実施、密閉・密集・密接

の３密を最大限避けていただき、お一人おひとりが「新しい生活様式」を

徹底することや、感染者が多数発生している地域との往来については、慎

重に判断していただくなど、十分な感染症対策に取り組んでいただきます

よう、改めてお願いいたします。  

 

政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会が「感染リスクが高まる

５つの場面」として感染しやすい状況を示しており、クラスターの連鎖を

しっかり抑えることが必須であるといわれております。  

また、飲酒を伴う会食においてクラスターの発生が多く見られているこ

とから、併せて大人数や長時間を避け、静かな会食を心がけるなど「感染

リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」が示されております。  

全国的に感染拡大が続く中、年末年始は、帰省や旅行、会食など感染リ

スクが大きく高まる時期でもあります。  
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市民の皆様におかれましては、十分な感染予防対策を行って外出するこ

とや「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」、例えば、会話の際には

マスクをつけるなどしていただいた上で、お過ごし頂きたいと存じます。  

 

【佐世保市国際親善名誉市民の表彰について】  

９月１４日、本市は前の米海軍佐世保基地司令官のブラッド・Ｌ・スト

ーリングス大佐に対し、佐世保市国際親善名誉市民の称号を贈りました。  

表彰に当たりましては、佐世保市表彰条例に基づき、９月１０日に佐世

保市名誉市民審査会を開催し、新型コロナウイルス感染拡大防止への対応

や日米の市民交流に寄与するなど国際親善にかかる功績が大きいとの評価

を受け、表彰の運びとなったものでございます。  

 

【国内クルーズ再開に伴うクルーズ客船の受け入れについて】  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で休止されておりましたク

ルーズ客船の運航につきまして、国などのガイドラインの発出を受け、ま

ずは日本船社による国内クルーズが再開する運びとなり、先般１０月

２６日、休止後国内初の商業運航となる「にっぽん丸」が佐世保港に寄港

しました。  

寄港当日は、天候にも恵まれ、多くの乗船客の皆様が九十九島やハウス

テンボスなど、本市での観光を楽しまれました。  

クルーズ客船の受け入れに当たっては、船社において乗客乗員全員に対

する事前のＰＣＲ検査の実施や、乗船人員を制限するなどの対策を行うと

ともに、本市においてもガイドライン等に基づいた感染防止対策を徹底す

るため、国や県、医療機関などの関係者の皆様と連携を図りながら、乗船

者の皆様、そして市民の皆様にとって安全・安心なクルーズ客船の寄港と

なるよう万全な体制を整えるべく準備を進め、無事に受け入れることがで

きました。  

今回のクルーズ客船の受け入れに対しまして、ご理解とご協力いただき

ました市民の皆様、議員の皆様に、改めて心よりお礼申し上げます。  

現在のところ、外航クルーズは、入国制限等により運航の見通しは立っ

ておりませんが、日本船社による国内クルーズは来年春ごろまで、３泊４日

程度の短期間のクルーズを実施し、その後、状況を見ながら段階的に期間

延長を行うなどの動きがあると聞き及んでおります。  

そのような状況を受け、新型コロナウイルス感染症収束までの当面の間、

今後の佐世保港においては、感染症に関する新たな知見など、その時の状

況を十分に見極めながら、日本人クルーズを積極的に受け入れていきたい

と考えておりますので、引き続き、市民の皆様、議員の皆様のご理解とご

協力をお願い申し上げます。  
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【行政のデジタル化への取組に向けた組織の創設について】  

国においては、骨太の方針２０２０において「デジタル・ガバメントの

構築」を最優先政策課題と位置づけ取組を加速させており、本市において

も、令和２年４月に策定した「佐世保市ＩＣＴ戦略」において、デジタル

技術を最大限に活用し、市民の利便性向上と効率的な行政経営の両立に取

り組むこととしております。  

特に「行政（手続）のデジタル化」と「ＧＩＧＡスクール構想」への対

処は急務であり、国の施策に遅れることなく進めていくことが肝要である

と考え、これらに組織的に対応し、円滑かつ遅滞なく取り組んでいくため、

１１月１日付けで市長部局（総務部）に「デジタル・ガバメント準備室」、

教育委員会に「スマート・スクール・ＳＡＳＥＢＯ推進室」の２つの組織

を整備いたしました。  

「デジタル・ガバメント準備室」においては、行政のデジタル変革に係

る国・県・先進自治体等の情報収集に努め、行政手続のオンライン化や公

金支払いのキャッシュレス化といった、「佐世保市ＩＣＴ戦略」をより強力

に、速やかに推進してまいります。  

また、「スマート・スクール・ＳＡＳＥＢＯ推進室」においては、今年度

中に導入予定の１人１台端末などのＩＣＴ環境の教育現場における有効な

実践・利活用を推進してまいります。  

本市では、行政の在り方をはじめ、社会全体のデジタル化を前提とした

ものとする今までにないこの大きな変革に対応し、デジタル技術を活用し、

その便益を享受できるまちを創り上げていくため、この両組織を中心とし、

デジタル化に向けた取組を、スピード感を持ち、かつ着実に進めてまいり

ます。  

 

以上、新型コロナウイルス感染症に係る対応状況等及び市政の重要事項

について報告申し上げましたが、今後とも、市政全般にわたり、議員皆様

方からご意見、ご提案を賜りながら市政を推進してまいりたいと存じます

ので、何とぞよろしくお願い申し上げます。  


